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幼稚園 0保育園等に通う子どもたちは、年齢や保育必要時間、園の種類などによつて

塾宣上堡萱二必董【埜うと童え昼担二重星iが決められています。

その費用は下の図のようになつています。
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国・県。市が負担する部分は園が
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令和 6年 5月 22日

各教育・保育給付認定保護者の皆様

あおば保育園 施設長

令和 5年度における施設型給付費等の額に係る法定代理受領の通知について

本園における令和 5年度の公定価格の額について、加古川市より、以下の表に記載のと

お り通知を受けましたのでお知らせ します。

1 年齢別の公定価格の年額

・認定こども園 1号

認定こども園 2・ 3号

4歳以上児 3歳児 1、 2歳児 乳児

保育標準時間認定 1,112,280円 1,315,390円 1,815,440円 2,835,190円

保育短時間認定 997,420円 1,200,530円 1,700,580円 2,720,330円

(注)上記は、年を通じて在籍 した子ども一人あた りの公定価格の額です。副食費徴収免

除対象者及び年の途中に入退所 した子どもについては、実際の公定価格の額 とは異

なります。

2 法定代理受領の額

法定代理受領の額は、次の算式により計算してください。

4歳以上児 3歳児 満 3歳児

教育標準時間認定 2;212,610円 2,423,090円 2,423,090円

法定代理受領の額 年齢別の公定価格の年額 利用者負担の年額


